
項 目 項 目

都道府県名 改定前額 改定額 引上額 引上率 都道府県名 改定前額 改定額 引上額 引上率

千 葉 1,023 1,054 31 3.03 令和 4.12.25 埼 玉 981 1,013 32 3.26 令和 4.12.1

東 京 ※871 ― ― ― 平成 26.03.23 千 葉 981 1,013 32 3.26 令和 4.12.25

神 奈 川 ※874 ― ― ― 平成 26.03.15 東 京 ※829 ― ― ― 平成 22.12.31

愛 知 996 1,018 22 2.21 令和 4.12.16 神 奈 川 ※890 ― ― ― 平成 27.03.01

大 阪 ※996 ― ― ― 令和 4.1.22 愛 知 ※901 ― ― ― 平成 30.12.16

茨 城 975 1,004 29 2.97 令和 4.12.31 大 阪 ※994 ― ― ― 令和 3.12.1

三 重 ※739 ― ― ― 平成 10.12.15 茨 城 932 961 29 3.11 令和 4.12.31

兵 庫 992 1,024 32 3.23 令和 4.12.1 栃 木 940 971 31 3.30 令和 4.12.31

広 島 995 1,024 29 2.91 令和 4.12.31 富 山 879 910 31 3.53 令和 4.12.22

北 海 道 979 1,000 21 2.15 令和 4.12.01 山 梨 934 959 25 2.68 令和 4.12.30

宮 城 953 983 30 3.15 令和 4.12.15 長 野 916 945 29 3.17 令和 4.12.14

群 馬 946 976 30 3.17 令和 4.12.29 静 岡 939 964 25 2.66 令和 4.12.21

和 歌 山 977 1,008 31 3.17 令和 4.12.30 三 重 927 952 25 2.70 令和 4.12.21

岡 山 985 1,010 25 2.54 令和 4.12.4 滋 賀 939 965 26 2.77 令和 4.12.31

山 口 995 1,024 29 2.91 令和 4.12.15 京 都 957 986 29 3.03 令和 5.1.27

福 岡 980 1,010 30 3.06 令和 4.12.10 兵 庫 930 961 31 3.33 令和 4.12.1

青 森 929 958 29 3.12 令和 4.12.21 広 島 924 953 29 3.14 令和 4.12.31

岩 手 878 908 30 3.42 令和 4.12.31 北 海 道 924 955 31 3.35 令和 4.12.1

島 根 954 987 33 3.46 令和 4.11.30 宮 城 890 919 29 3.26 令和 4.12.15

大 分 981 1,010 29 2.96 令和 4.12.25 群 馬 935 965 30 3.21 令和 4.12.29

岩手：金属製品を含む 新 潟 936 965 29 3.10 令和 4.12.28

山口：非鉄金属を含む 石 川 896 923 27 3.01 令和 4.12.31

福 井 ※857 ― ― ― 令和 1.12.24

岐 阜 907 929 22 2.43 令和 4.12.21

奈 良 ※891 ― ― ― 令和 3.12.29

岡 山 904 932 28 3.10 令和 4.12.30

山 口 921 948 27 2.93 令和 4.12.15

徳 島 911 942 31 3.40 令和 4.12.21

香 川 913 942 29 3.18 令和 4.12.15

福 岡 947 977 30 3.17 令和 4.12.10

青 森 859 888 29 3.38 令和 4.12.21

岩 手 847 877 30 3.54 令和 4.12.31

秋 田 861 891 30 3.48 令和 4.12.25

山 形 872 903 31 3.56 令和 4.12.25

福 島 856 880 24 2.80 令和 4.12.30

鳥 取 825 859 34 4.12 令和 4.12.17

島 根 853 882 29 3.40 令和 4.12.18

愛 媛 921 947 26 2.82 令和 4.12.25

高 知 ※793 ― ― ― 令和 1.12.29

佐 賀 867 900 33 3.81 令和 4.12.24

長 崎 ※864 ― ― ― 令和 3.12.29

熊 本 863 896 33 3.82 令和 4.12.15

大 分 864 896 32 3.70 令和 4.12.25

宮 崎 ※831 ― ― ― 令和 3.12.24

鹿 児 島 ※842 ― ― ― 令和 3.12.17
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東京・茨城・長野・滋賀：精密機械を含む
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※は産業別最低賃金額を地域別最低賃金が上回っており、実質的に地域別

   最低賃金が適用される。
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項 目 項 目

都道府県名 時間額 改定額 引上額 引上率 都道府県名 時間額 改定額 引上額 引上率

埼 玉 ※849 ― ― ― 平成 28.12.01 埼 玉 988 1,018 30 3.04 令和 4.12.1

千 葉 ※848 ― ― ― 平成 28.12.25 千 葉 ※922 ― ― ― 平成 30.12.25

愛 知 ※847 ― ― ― 平成 28.12.16 神 奈 川 ※842 ― ― ― 平成 23.12.21

茨 城 ※881 ― ― ― 令和 3.12.31 愛 知 １ ※800 ― ― ― 平成 19.12.16

栃 木 ※874 ― ― ― 令和 2.12.31 愛 知 ２ ※943 ― ― ― 令和 2.12.16

富 山 890 915 25 2.81 令和 4.12.28 大 阪 ※993 ― ― ― 令和 3.12.1

長 野 879 910 31 3.53 令和 4.12.31 富 山 ※769 ― ― ― 平成 23.01.20

静 岡 ※886 ― ― ― 令和 1.12.21 京 都 ※939 ― ― ― 令和 4.1.26

滋 賀 ※840 ― ― ― 平成 30.12.29 兵 庫 930 963 33 3.55 令和 4.12.1

京 都 ※938 ― ― ― 令和 4.1.26 広 島 930 958 28 3.01 令和 4.12.31

兵 庫 ※797 ― ― ― 平成 28.02.01 宮 城 918 946 28 3.05 令和 4.12.15

広 島 ※903 ― ― ― 令和 3.12.31 新 潟 936 961 25 2.67 令和 4.12.29

新 潟 ※842 ― ― ― 令和 1.12.31 奈 良 ※892 ― ― ― 令和 3.12.29

石 川 890 915 25 2.81 令和 4.12.31 福 岡 959 987 28 2.92 令和 4.12.10

福 井 ※840 ― ― ― 令和 2.12.24 青 森 890 919 29 3.26 令和 4.12.21

和 歌 山 ※869 ― ― ― 令和 3.12.30 岩 手 879 903 24 2.73 令和 5.1.1

岡 山 893 910 17 1.90 令和 4.12.11 秋 田 869 897 28 3.22 令和 4.12.25

山 口 875 907 32 3.66 令和 4.12.15 福 島 894 922 28 3.13 令和 4.12.18

福 岡 ※897 ― ― ― 令和 4.1.7 島 根 904 932 28 3.10 令和 4.12.11

青 森 852 882 30 3.52 令和 5.2.19 大 分 872 902 30 3.44 令和 4.12.25

岩 手 1 ※767 ― ― ― 平成 28.12.11 宮 崎 858 890 32 3.73 令和 4.12.14

岩 手 ２ ※800 ― ― ― 平成 30.12.28 鹿 児 島 872 902 30 3.44 令和 4.12.22

鳥 取 ※718 ― ― ― 平成 28.12.17 沖 縄 ※770 ― ― ― 平成 30.11.18

島 根 ※750 ― ― ― 平成 29.11.22

愛 媛 822 854 32 3.89 令和 4.12.25 秋田・新潟・愛知1：新車、自動車部分品・付属品小売を含む

熊 本 ※796 ― ― ― 令和 2.12.15 ※は産業別最低賃金額を地域別最低賃金が上回っており、実質的に地域別

大 分 ※716 ― ― ― 平成 28.12.25    最低賃金が適用される。

宮 崎 ※705 ― ― ― 平成 27.12.24

鹿 児 島 ※693 ― ― ― 平成 26.12.26

沖 縄 ※770 ― ― ― 平成 30.11.23

※は産業別最低賃金額を地域別最低賃金が上回っており、実質的に地域別

   最低賃金が適用される。
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